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２０２５年２月１４日

吸収分割に係る事前開示事項

東京都港区海岸一丁目５番２０号

東京瓦斯株式会社
代表執行役社長

　

笹山

　

晋

東京瓦斯株デ式会社（以下「当社」といいます。） は、当社を吸収分割会社とし、東京ガスエンジニア
リングソリューションズ株式会社（以下「承継絵…社」 といいます。） を吸収分割承継捺さ社とする吸収
分割 （以下「本吸収分割」といいます。） を行うことにいたしました。
本吸収分割に関する会社法第７８２条第１項扱び会社法施行夫別則第１８３条に定める事前開示事項は、下
記のとおりです。

記

１． 吸収分割契約の内容

別紙１のとおりです。

２， 会社法第７５８条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

　

承継給さ社は、本吸収分割に際して、当社に対して一切の対価の交付をいたしません。 当社は、本

　

吸収分割の効力発生時点０こおいて承継給さ社の全株式を所有していることから、当社はこれを相当

　

であると判断いたしました。

３． 会社法第７５８条第８号に掲げる事項についての定め

該当事項はありません。

４． 会社法第７５８条第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

該当事項はありません。

５， 承継給さ社についての計算書類等に関する事項

（１） 最終事業年度に係る計算書類等の内容

別紙２のとおりです。

（２） 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容

該当事項はありません。



（３） 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

　　

に重要な影響を与える事象の内容

該当事項はありません。

６． 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

　

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容

（１） 自己株式の取得
当社は、２０２４年４月２５日開催の取締役会において、会社法第．１６５条第３項の規定により読み替
えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己の株式を取得することを決議し、以下のとお
り実施しました。 なお、２０２４年９月９日までの買付をもって、 当該自己務迂式の取得について、 取

得を終了しました。
①

　

取得した株式の種類

　　　

普通株式
②

　

取得した株式の総数

　　　

１１，５５８，３００株

③

　

株式の取ネ劉繭格の総額

　　

３９，９９９，８４７，８００円

④

　

取得期間

　　　　

２０２４年５月７日～２０２５年３月３１日

⑤

　

取得方法

　　　　

東京証券取引所における市場買付

（２）自己株式の消却
当社は、２０２４年９月２５日開催の取締役会において、会社法第１７８条の規定に基づき、下記のと
おり、自己株式の消却することを決議し、以下のとおり実施しております。
①

　

消却する株式の種類

　　　

普通株式
②

　

消却する株式の総数

　　　

１１，５５８，３００株 （消却前の発行済株式の総数に対する割合２．９％）
③

　

消却日

　　　　　

２０２４年１０月１８日

（３）自己桝洋式の取得
当社は、２０２４年１０月３０日開催の取締役会において、会社法第１６５条第３項の規定により読み替
えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己の株式を取得することを決議し、以下のとお
り実施しました。 なお、２０２５年１月２４日までの買付をもって、 当該自己株式の取得について、
取得を終了しました。
①

　

取得した株式のポ載頂

　　　　

普通株式

②

　

取得した株式の総数

　　　　

９，２０９，７００株

③

　

株芋式の取キ剰薗格の総額

　　　

３９，９９９，７８８，４００株
④

　

取得期間

　　　　　　　　　

２０２４年１１月１８日～２０２５年３月３１日

⑤

　

取得方法

　　　　　　　　　

東京証券取引所における市場買付

（４） 自己株式の取得
当社は、２０２５年１月３１日開催の取締役会において、会社法第１６５条第３項の規定により読み替
えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己の株芋式を取得することを決議しました。
①

　

取得する株芋式の種類

　　　　

普通株式

②

　

取得し得る株辛式の総数

　

１４百万株 （上限とする、発行済株式総数に対する割合３．６％）
③

　

株式の取ネ激薗格の総額

　

４０，０００百万円 （上限とする）
④

　

取得する期間

　　　

２０２５年２月５日～２０２５年３月３１日

⑤

　

取得方法

　　　　　　　　　

東京証券取引所における市場買付



７， 吸収分割が効力を生ずる日以後における当社の債務及び承継絵…社の僅責務（吸収分割株式会社が吸

　

収分割により吸収分割承継絵…社に承継させるものに限る。）の′腐行の見込みに関する事項

　

当社は、本吸収分割を行うにあたり、効力発生日以後における当社及びメ承継を会社の債務のｉ励行の

　

見込みに関し、 下記のとおり判断しました。

記

（１） 当社の最終事業年度の末日（２０２４年３月３１日）以降本日までの間、当社の債務のｉ祷行に支

　　

障を及ぼすような大幅な減収、多額の損失の発生等は生じておらず、効力発生日までに当社

　　

の資産及び負債の額が変動すること、及び本吸収分割により当社の資産及び負債の額が変

　　

動することを考慮しても効力発生日において当社の資産の額が負債の額を上回ることが見

　　

込まれています。また、本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況につい

　　

て、債務のｉ微行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。

（２） 承継絵…社の最終事業年度の末日（２０２４年３月３１日）以降本日までの間、承継会社の債務の

　

励行に支障を及ぼすような大幅な減収、多額の損失の発生等は生じておらず、効力発生日ま

　　

でに承継絵…社の資産及び負債の額が変動すること、及び本吸収分割により承継絵…社の資産

　　

及び負債の額が変動することを考慮しても効力発生日において承継を会社の資産の額が負債

　　

の額を上回ることが見込まれています。また、本吸収分割後の承継捺さ社の収益状況及びキャ

　　

ッシュフローの状況について、 債務のｉ励行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測

　　

されておりません。

（３） 以上より、本吸収分割の効力発生日以後における当社及び承継絵…社の債務について、履行の

　　

見込みがあるものと判断します。

以上



　　

別紙１

吸収分割契約の内容



吸

　

収

　

分

　

割

　

契

　

約

　

書

東京瓦斯株式会社

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社



－－ミ・

　

ｉ

　

キー

　　

－

　

±

　　　

．亀ｉ

　

′１●

　

－÷．



吸収分割契約書

東京瓦斯株式会社（以下「甲」という。） と東京ガスエンジニアリングソリューションズ株
式会社・（以下 「乙」 という。） は、 甲がその事業に関して有する権利義務の一部を乙に承継
させる吸収分割（以下「本件分割」という。）について、次のとおり吸収分割契約（以下「本
契約」 という。） を締結する。

（吸収分割）
第１条

　

甲は、 本件分割により、 甲が営むＧＨＰを主とした各種サービス事業 （以下、「本
事業」） に関する第４条第１項記載の権利義務を乙に承継させ、 乙はこれを承継する。

（商号および住所）

第２条

　

本件分割をなす当事者は、 次のとおりとする。
（１）

　

甲 （吸収分割会社）

　　

商号：東京瓦斯株式会社

　　

住所：東京都港区海岸一丁目５番２０号
（２）‐

　

乙 （吸収分割承継会社）

　　

商号：東京ガスエンジニアリ ングソリューションズ株式会社

　　

住所：東京都港区海岸一丁目２番３号

（効力発生日）
第３条

　

本件分割がその効力を生ずる日 （以下 「効力発生日」 という。） は、２０２５年４月１

　

日とする。但し、本件分割手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲
乙協議のうえ、 これを変更することができる。

　

（承継する権利義務等）

第４ 条

　

本件分割により甲から分割され乙に承継される資産、 債務、 雇用契約その他の権

　

利義務は、 別紙 「承継対象権利義務明細表」のとおりとする。 ただし、 不法行為によって

　

．生じた債務は承継されないものとする。
２

　

前項に基づく甲から乙への債務の承継については、 免責的債務引受の方法による。

（本件分割の対価）

第５条

　

乙は、 本件分割に際し、 甲に対して株式その他の金銭等の対価を交付しない。

（乙の資本金および準備金の額）
第６条

　

乙は、 本件分割において資本金および準備金の額を増加しない。

（競業避止義務）
第７条

　

甲は、 効力発生日以降であっても、 本事業に関し競業避止義務を負わない。



（本契約の変更・解除）

第８ 条

　

本契約締結後、 効力発生日までの間において、 天災地変その他の事由により甲又

　

は乙の資産状態又は経営状態に重大な変更を生じたとき、その他必要が生じたときは、甲

　

乙協議のうえ、本件分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
ができる。

（本契約の効力）

第９ 条

　

本契約は、 本件分割の実施に必要な法令に定める関係官庁の承認が効力発生日ま

でに得られなかったときは、 その効力を失う。

（協議事項）

第１０条

　

本契約に定めのない事項その他本件分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従

い、 甲乙協議のうえ、 これを定める。

本契約締結の証として本書２通を作成し、 甲乙記名押印のうえ、 各１通を保有する。

２０２４年１１月１４日

甲

　

東京都港区海岸一丁目５番２０号

東京瓦斯株式会社

　　

笹山輔さあ

　

代表執行役社長

乙

　

東京都港区海岸一丁目２番３号

　

東京ガスエンジニアリ ングソリューションズ

　　　

代表取締役社長 小西康
ス鋤



（別紙）
承継対象権利義務明細表

　

乙が本件分割により甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（以下「承継
対象権利義務」という。）は次のとおりとする。なお、承継する資産および債務につし ては、
２０２４ 年 ３月３１日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、 これに効力発生日
前日までの増減を加除して確定する。

１． 承継する資産

（１）固定資産
①本件事業に属する有形固定資産、無形固定資産（但し、本件事業のみに属するソフトウェ
ア以外のソフトウェアおよび本件事業のみに属する著作権以タ の知的財産権を除く。） およ
び投資その他の資産

②本件事業とそれ以外の事業で共同して利用している有形固定資産および無形固定資産の
うち、 主として本件事業で利用しているもの。
（２）流動資産
本件事業に属する売掛金、 未収入金、 貯蔵品その他の流動資産

２． 承継する債務

（１）固定負債

　

本件事業に属する固定負債 （但し、 社債および借入金に関する固定負債を除く。）
（２）流動負債

　

本件事業に属する買掛金、未払金、未払費用、預り金、前受金その他の流動負債（但し、
社債および借入金に関する流動負債を除く。）

３． 雇用契約

本件分割の効力発生日において本件事業に従事する甲の従業員の雇用契約上の地位およ
びこれらの契約に基づき発生する権利義務は乙に承継されないものとする。

４． 承継する契約上の地位および権利義務

（・１）雇用契約以外の契約

　

本件事業に属する賃貸借、 業務受委託、 売買、 請負、 リースその他本件事業に属する一切
の契約における契約上の地位およびこれに付随する権利義務（上記１． および２． により乙
に承継されることとなる資産又は債務に係る契約におけるものを含む。）。但し、本件事業以
外の事業にも関連する契約については、 本件事業に関連する部分に限るものとする。



（２） 許認可等

　

甲が効力発生日において本件事業に関連して保有している許可、認可、承認、登録および

届出等のうち、 甲から乙への承継が法令および条例上可能であるもの。

５． その他

承継対象権利義務のうち、 本契約締結後に法令その他の規制上承継が困難であることが

判明したもの （承継することにより甲又は乙において想定外の損失を生じることが判明し

たものを含む。） については、 必要に応じて甲乙協議のうえ、 承継対象権利義務から除外す

ることができる。

以 上

　　　　

－ｒ

固定資産 ８６５．９百万円

１

　

有形固定資産

・建物 ４．１百万円

・構造物 ０．３百万円

・機械装置 １０．３百万円

・工具器具備品 １８．７百万円

１工

　

無形固定資産

・無形ソウトウェア ８０４．０百万円

・商標権 １．２百万円

・その他 ２７．３百万円

ｍ

　

投資その他の資産



別紙２
吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容



第２２期

　

計算書類

２０２３ 年 ４月 １日から

２０２４ 年 ３月３１日まで

東京ガ．スエンジニアリングソリューションズ株式会社
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８０９，３０４

　　

１４３，２２６

　　

１０１，１９３

　

１７，８０７，７９７

　

５，０３６，８５４

　　

３３９，２１１

　

２，１３９，３８５

　

１，７５０，１５７

　　

５１１，９６６

　　

４８２，１８５

１６，２２４，６５５

　

１，３２９，８７８

　　　　

」Ｌ９９

１８１，６１０，７８１

１３５，６５０，３４１

１２，９０４，３５７

　

５，６２７，９５１

９２，６０５，４９７

　　　　

７０３

　　

６９８，５９１

　

３，８１３，５９４

　

９，７１３，２８７

１０，２８６，３５７

１，２９９，４６３

　

１，０３８，４０４

　　

９，２１２

　

２５１，８４７

４４，６６０，９７７

　

４７６，９１０

２１，５６９，３５６

１５，６９１，７２０

　

８９７，１９４

　

２，２４９，５５８

　

３，７７６，２３７

流

　　　

動

　　　

負

　　　

債

　

買

　　　　

掛

　　　　

金

　

工

　

事

　

未

　

払

　

金

　　

１年内返済予定長期借入金

　

リ

　

ー

　

ス

　

債

　

務

　

未

　　　　

払

　　　　

金

　

未

　　

払

　　

費

　　

用

　

未

　

払

　

法

　

人

　

税

　

等

　

］

　　　

受

　

′

　　　

金

　　　

月ーｉ

　

未 成 工 事 受 入 金

　

預

　　　　

り

　　　　

金

　

賞

　

与

　

引

　

当

　

金

　　

完成工事等補償引当金

　

資

　

産

　

除

　

去

　

債

　

務

　　

そ の 他 流 動 負

　

債

固

　　　

定

　　　

負

　　　

債

　

長

　

期

　

借

　

入

　

金

　

リ

　

ー

　

ス

　

債

　

務

　

退 職 給 付 引

　

当 金

　　

事業撤退損失引当金

　

契 約 損 失 引

　

当 金

　

長

　

期

　

未

　

払

　

金

　

資

　

産

　

除

　

去

　

債

　

務

　

そ の 他

　

固

　

定 負

　

債

５５，７７４，３３２

　

１，１１１，９８８

４，０５６，５９５

１５，０００，０００

１，３７３，３９２

２０，３３３，５２９

　

２１７，２９９

２，１５１，３５０

６，５４８，３５０

２，８２１，２２１

　

１７６，５３８

　

７０６，８２９

　

１１９，４８０

　

４６３，０８０

　

６９４，６７７

６５，４４６，２０５

３６，９００，０００

９，１３３，３０４

　

５０８，１６４

　　

３７，２５０

１，２２３，１２０

１７，２６６，７１０

　

３０５，６５６

　　

７２，０００

負

　　

債

　　

合

　　

計 １２１，２２０，５３８

純

　

資

　

産

　

の

　

部

株

　　　

主

　　　

資

　　　

本 １０６，９８２，１７８

資

　　　　　

本

　　　　　

金

資

　　

本

　　

剰

　　

余

　　

金

　

資

　

本

　

準

　

備

　

金

　　

その他 資 本 剰 余 金

利

　　

益

　　

剰

　　

余

　　

金

　　

その他 利 益 剰 余 金

　　

別

　

途

　

積

　

立

　

金

　　

繰 越 利 益 剰 余 金
評

　

価 ・換

　

算

　

差

　

額

　

等

　　

その他有価証券評価差額金

１４，０００，０００

２２，９４５，４２７

２０，７８９，２５０

２，１５６，１７６

７０，０３６，７５１

７０，０３６，７５１

７，６００，０００

６２，４３６，７５１

　

８３，７８２

　　

８３，７８２

純

　　

資

　

産

　　

合

　　

計 １０７，０６５，９６０

資

　　

産

　　

合

　　

計 ２２８，２８６，４９８ 負

　

債 ・ 純

　

資

　

産

　

合

　

計 ２２８，２８６４９８
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損

　

益

　

計

　

算

　

書
２０２３年４月 １日から

２０２４年３月３１日まで

（単位：千円）

科

　　

目 金

　　

額

売

　　　　

上

　　　　

高 １６９，４８３，８６３

売

　

ｒ

　

上

　　

原

　　

価 １５４，９７９，８９８

売

　

上

　

総

　

利

　

益 １４，５０３，９６５

販

　

売

　

費

　

及

　

び

　

一

　

般

　

管

　

理

　

費 ５，９４４，３２９

営

　　

業

　　

利

　　

益 ８，５５９，６３５

営

　

業

　

外

　

収

　

益 ６８２，６２６

受

　　　

取

　　　

利

　　　

息

受

　　

取

　　

配

　　

当

　　

金

雑

　　　　　

収

　　　　　

入

３０３，７２６

６４，１１４

３１４，７８６

営

　

業

　

外

　

費

　

用 ５５８，５１８

支

　　　

払

　　　

利

　　　

息

雑

　　　　　

支

　　　　　

出

４４１，５３７

１１６，９８０

経

　　

常

　　

利

　　

益 ８，６８３，７４４

特

　　

別

　　

利

　　

益 １２７，０９２

抱 合 せ 株 式消 滅 差 益 １２７，０９２

特

　　

別

　　

損

　　

失 １，５２３，３９５

減

　　　

損

　　　

損

　　　

失 １，５２３，３９５

税引前当期純利益 ７，２８７，４４１

法人税、住民税及び事業税

法

　

人

　

税

　

等 調

　

整

　

額

２，８３７，５５４

▲６５７，２８９

当

　

期

　

純

　

利

　

益 ５，１０７，１７６
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個

　

別

　

注

　

記

　

表

１． 重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

　

①関係会社株式及び関係会社出資金

　　　

移動平均法による原価法を採用しております。

　

②その他有価証券

　　　

・市場価格のない株式等以外のもの

　　　　　

期末の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、

　　　　

売却原価は移動平均法により算定） によっております。

　　　

・市場価格のない株式等

　　　　　

移動平均法による原価法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　

①未成工事支出金の評価は、 個別法による原価法によっております。

　

②商品及び貯蔵品の評価は、移動平均法による原価法 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

　　

簿価切下げの方法により算定） によっております。
（３） 固定資産の減価償却の方法

　

①有形固定資産 （リース資産を除く）

定額法によっております。
②無形固定資産 （リース資産を除く）

定額法によっております。

　

③リース資産

　　　　

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

　　　　

所有権移転外ファイナンス・リ←ス取引に係るリース資産

　　　　　　

リース期間を耐用年数とし、 残存価額を零とする定額法によっております。

　　　　　　

なお、 所有権移転外ファイ ナンス・リース取引のうち、 リース取引開始日が２００８年

　　　　　

３月３１日以前のリース取引については、 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

　　　　　

によっております。

（４）引当金の計上基準

　

①貸倒引当金は、 売上債権、 貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、 一般債権につい

　　

ては貸倒実績率により、 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、 回

　　

収不能見込額を計上しております。

　

②賞与引当金は、 従業員の賞与の支給に備えるため、 将来の支給見込みのうち当期の負担額を計

　　

上 しております。

　

③完成工事等補償引当金は、完成工事等に関する暇癖担保及びアフターサービス等の支出に備えて、

　　

過去の実績を基礎とした見積補償額に基づいて計上しております。

　

④退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

　　

年金資産の見込額に基づき計上しております。

－４－



　　　

退職給付債務の算定にあたり、 退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

　　

については、 給付算定式基準によっております。

　　　

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

　　

数 （１０年） による定額法により按分した額を、 それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して

　　

おります。

　

⑤事業撤退損失引当金は、一部の地域冷暖房事業からの撤退決定に伴い、今後発生する損失見込

　　

額を計上しております。

　

⑥契約損失引当金は、メンテナンス受注に係る将来の損失に備えるため、今後発生する損失見込額

　　

を計上しております。
（５） 収益及び費用の計上基準

　　　

エネルギ」サービスに係る収益は、顧客との販売契約に基づいてエネルギーサービスを供給

　　　

する履行義務を負っております。当該履行義務はエネルギトサービスを供給した一定期間にわ

　　　

たり認識し、顧客が当該サービスに対する支配を獲得して充足されると判断し、供給した期間

　　　

にわたり収益を認識しております。

　　　

受注工事に係る収益は、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い工事を

　　　

除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり

　　　

認識し、 一時点で充足される履行義務は工事の完了時に収益を認識することとしております。

　　　

なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（イ

　　　

ンプット法） で算出しております。 また、当該進捗度を合理的に見積もることができない場合

　　　

には、 発生したコストの範囲で収益を認識しております。
（６） 千円未満の端数は、 切捨てて記載しております。

２． 収益認識に関する注記

（１） 収益の分解

（単位：千円）
オンサイト
エネルギト
サービス

地域エネル
ギーサービ

　

ス

受注工事 その他事業 合計

売上高
一時点で移転され
る財
一定の期間にわた
り移転される財

９８，９４５，５８３ ２６，５７７，３４１

９，２１７，６８７

１２，６１２，４６３

２２，１１７，８８０

　　

１２，９０６

３１，３３５，５６８

１３８，１４８，２９５

顧客との契約から生
じる収益

９８，９４５，５８３ ２６，５７７，３４１ ２１，８３０，１５１ ２２，１３０，７８６ １６９，４８３，８６３

外部顧客への売上 ９８，９４５，５８３ ２６，５７７，３４１ ２１，８３０，１５１ ２２，１３０，７８６ １６９，４８３，８６３

（注１） その他事業：コンサルティング事業、 メンテナンス事業、 機器販売事業他

（２） 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」 の 「収益及び費用の計上基準」 に記載の通りであります。
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３． 表示方法の変更に関する注記

　　　

商品・サービスの製造・提供に係る技術部門の間接的な費用の表示方法は一 従来、 販売費及

　　

び一般管理費に含めて表示していましたが、 当事業年度より売上原価に計上しています。 当事

　　

業年度から親会社からの営業組織移管によりガス・パワーの販売代理業務事業が本格的に始動

　　

し、 ガス製造・供給設備に係る技術開発等で発生した全般的な費用の原価性が明確になりまし

　　

た。 これに伴い当社の全商品・サービスの製造・提供に係る技術部門における間接的な費用の

　　

表示区分を見直し、 事業の実態をより適切に反映するために変更を行っております。

４． 会計上の見積りに関する注記

（１） 減損損失に関する注記

　

①

　

当事業年度の計算書類に計上した金額

　　　

有形固定資産

　　　　

６，３８０，３８０千円

　　　

無形固定資産

　　　　　　

７，３７４千円

　　　

投資その他の資産

　　　

５１，６２６千円

　　　

減損損失

　　　　　　

１，５２３，３９５千円

　

② その他の情報

　　　　

減損の判定には見積りが使用されており、この見積りには減損が認識されるか否かの判定及

　　　

び認識される減損金額に影響を及ぼす可能性があります。

　　　　

減損損失の測定における回収可能価額は使用価値を基本としております。

　　　　

資産または資産グル」プから得られる将来キャッシュ・フロ」を割り引いた現在価値算定に

　　　

おける割引率は各年における最新の見積値を使用して計算された加重平均資本コストにより

　　　

算出 しております。

　　　　

将来見積キャッシュ・フローは物件単位、 拠点単位における将来見込みに基づいており、 過

　　　

去の経験、 市場データ、 現在及び見込まれる経済状況を考慮しております。

　　　　

また、減損の兆候が識別されたものの減損損失の認識に至らなかったものについて、 翌事業

　　　

年度以降減損損失を認識する可能性があります。

（２） 資産除去債務に関する注記

　

①

　

当事業年度の計算書類に計上した金額；７６８，７３６千円

　

② その他の情報

　　　　

資産除去債務の見積りの基礎となる主要な仮定は、有形固定資産の除去に要するキャッシュ

　　　

・フロー及び使用見込期間になります。

　　　　

有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローの見積りは、有形固定資産の除去に係

　　　

る作業のために直接要する支出のほか、 処分に至るまでの支出について除去サービスを行う

　　　

業者等の第三者からの情報等に基づいております。 使用見込期間は、 対象となる有形固定資

　　　

産の除去を実行する履行予定時期に基づいております。

　　　　

資産除去債務の予定履行期や将来の最終的な除去費用を見積ることは不確実性が伴うため、

　　　

翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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（３） 契約損失引当金に関する注記

　

①

　

当事業年度の計算書類に計上した金額：１，２２３，１２０千円

　

② その他の情報

　　　　

メンテナンス受注に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が確実視され、かつ、その金

　　　

額を合理的に見積もることができるメンテナンス受注について、当該損失見込額を計上してお

　　　

ります。損失見込額はメンテナンス受注収益総額及びメンテナンス受注原価総額の見積りを基

　　　

礎としており、その見積りは主に各メンテナンス受注等の最終的な請負額、材料費、労務費及

　　　

び外注費等に関する仮定を用いて算定しております。

　　　

当該仮定は将来の予測を含むものであるため、予期し得ないメンテナンス受注範囲及びメン

　　

テナンス受注内容の変更や工期の延長、将来の市況の変化に伴う材料費の変動等によりメンテ

　　

ナンス受注収益総額及びメンテナンス受注原価総額の見直しが必要となり、その結果、翌事業

　　

年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（４） 繰延税金資産の回収可能性に関する注記

　

①

　

当事業年度の計算書類に計上した金額：３，７７６，２３７千円

　

② その他の情報

　　　　

繰延税金資産の回収可能性の前提となる見積課税所得は、将来の不確実な変動要素による影

　　　

響を受ける可能性があり

　

実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、

　　　

翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

５． 貸借対照表

（１）

　

有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額

　　　　　　　　　　　

１７８，２５１，６９４千円

（２）

　

関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権

短期金銭債務
長期金銭債権
長期金銭債務

１８，２７７，６６３千円

１５，６８７，７８０千円

２２，４４５，３５２千円

３６，９００，０００千円

（３）

　

契約資産及び契約負債

　　　

売掛金及び完成工事未収入金のうち契約資産の金額

　　　　　　　　　　　　　　

６８８，４８５千円

　　　

前受金及び未成工事受入金のうち契約負債の金額

　　　　　　　　　　　　　　

９，３１０，４４０千円

（４）

　

記載金額は、 千円未満を切り捨てて表示しております。

６， 損益計算書
（１） 関係会社との取引

営業取引による取引高
売上高

仕入高
営業取引以外の取引高
収益

費用

２２，７９０，２０３千円

６５，４４８，６９６千円

２９５，６２５千円

１６４，０３０千円

（２）

　

記載金額は、 千円未満を切り捨てて表示しております。
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７． 株主資本等変動計算書
（１）

　

事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式

　　

７００，００１株

８． 税効果会計

　　　　

繰延税金資産の主な内容は、減価償却限度超過額、固定資産減損損失の否認等であります。

　　　　

繰延税金負債の主な内容は、その他有価証券評価差額金（評価益）、資産除去債務に対応す

　　　

る除去費用であります。

　　　　

なお評価性引当額は、４６４，２９３千円であります。

９， 資産除去債務に関する注記
（１） 資産除去債務の概要

建物の建替えに伴う原状回復義務等であります。
（２）

　

資産除去債務の金額の算定方法

　　　　

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間１～４年と見積り、 重要性の観点から割引を

　　

行っておりません。
（３）

　

当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期 首 残 高

　　　　　　　　　　　　　　

１，１３３，３７６千 円

見積りの変更による減少額

　　　　　　

１８２，５１０千円

時の経過による調整額

　　　　　　　　　　　　

‐ 円

資産除去債務の履行による減少額

　　　

１８２，１３０千円

当事業年度末の残高

　　　　　　　　　　

７６８，７３６千円

１０． リースにより使用する固定資産

　　　　

貸借対照表に計上した固定資産のほか、 オンサイトエネルギーサービス事業におけるコー

　　　

ジェネレーション設備等の一部の機械装置については、 所有権移転外ファイナンス・リース

　　　

契約により使用しております。

１１． 金融商品
（１） 金融商品の状況に関する事項

　　

① 金融商品に対する取組方針

　　　　

当社は、 資金運用についてはグループ内貸付等に限定し、 また資金調達についてはグルー

　　　

プ内借入もしくは銀行借入による方針です。

　　

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　　　

営業債権である電子記録債権、 売掛金、 完成工事未収入金は、 取引先の信用リスクに晒さ

　　　

れています。

　　　　

当該リスクに関しては、 取引開始時に信用状況を把握するとともに、 取引先ごとの期日管

　　　

理及び残高管理を行っております。

　　　　

投資有価証券のうち上場株式については、 市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

　　　

四半期ごとに時価の把握を行っております。

　　　　

投資有価証券のうち非上場株式については、 発行元の信用リスクに晒されておりますが、

　　　

定期的に財務状況の把握を行っております。

　　　　

貸付金は、 グループ会社宛てに限定されております。
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買掛金、 未払金、 工事未払金、 短期リース債務は１年以内の支払期日です。

　　　　

長期借入金、 長期未払金、 長期リース債務は、 主に設備投資に必要な資金を固定金利によ

　　　

り調達したものです。

（２） 金融商品の時価等に関する事項

　　　　

２０２４年３月３１日における貸借対照表計上額、 時価及びこれらの差額については、 次の通り

　　　

です。 なお、 市場価格のない株式等は、 次表には含まれておりません。

　　　　

（（注２） を参照ください）

　　　　

また、 現金は注記を省略しており、 預金、 受取手形、 電子記録債権、 売掛金、 完成工事未

　　　

収入金、 短期貸付金、 買掛金、 工事未払金、 未払金は短期で決済されるため、 時価が帳簿価

　　　

額にほぼ等しいことから、 注記を省略しております。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

①投資有価証券 １７６，４３１ １７６，４３１

②長期貸付金 １５，６９１，７２０ １６，７２３，９００ １，０３２，１８０

③長期借入金 （５１，９００，０００） （５０，８８８，２２０） ▲

　

１，０１１，７８０

④長期未払金 （１７，２６６，７１０） （１６，７５３，０７３） ▲５１３，６３７

（＊）負債に計上されているものについては、（

　

） で示しています。

（注１） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、 時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における （無調整の） 相場価格により算

定した時価
｛ミノレ１のイ ンプ

いて算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用

　　　　　　　

いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価
を分類しております。

①投資有価証券

　　

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

　

るため、 レベル１の時価に分類しております。
②長期貸付金

　　

元利金の合計額を、期末時点の年限別想定発行利率で割り引いた現在価値により算定し

　

ており、 レベル２の時価に分類しております。
③長期借入金

　

元利金の合計額を、期末時点の年限別想定発行利率で割り引いた現在価値により算定し

　

ており、 レベル２の時価に分類しております。
④長期未払金

　

元利金の合計額を、期末時点での再契約想定利率で割り引いた現在価値により算定

　

しており、 レベル２の時価に分類しております。

‐９－



（注２） 市場価格のない株式等

　

投資有価証券 （非上場株式）（貸借対照表計上額３００，４７８千円）、関係会社株式（貸借対照
表計上額２１，５６９，３５６千円） については、 市場価格がないため上表には含まれておりません。
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１２． 関連当事者との取引

属性 名称
議決権
割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

期末残高

科目
金額

（千円）

親会社 東京ガス㈱
被所有
１００％

原料の調達等
原料の調達等

　

（注２）
６４，１７４，５３１

買掛金 ６９８，４６３

未払金 ６，５６９，９６２

設備資金等

資金の借入

　

（注２）
一年以内返済
予定長期借入金

１５，０００，０００

利息の支払

　

（注２）
１１０，０３０ 長期借入金 ３６，９００，０００

工事の受注等
請負工事等の受注

　　

（注３）
９，６８３，５９６

完成工事
未収入金

４６５，４００

未成工事
受入金

１，３６１，４０３

資金の貸付

資金の貸付

　

（注２）
１４，９４１，８２０ 短期貸付金 １４，９４２，１３５

利息の受取

　

（注２）
５，２１２

親会社の
子会社

東京ガス
ネットワーク

　

㈱
なし 工事の受注等

請負工事等の受注

　　

（注３）
２，８５５，５６４

完成工事
未収入金

９９３，２４０

未成工事
受入金

２０，６２８

親会社の
子会社

東京ガス
リース㈱

なし

ガス機器設備
等のリース取引

リ←ス資産の購入

　　

（注２）
２２９，９９５

リース債務

（流動）
８６４，７３５

リ←ス料金の支払

　　

（注２）
８９４，０７２

リース債務

（固定）
７，２０９，６２５

リース資産の売却

　　

（注２）
１２３，６３５ 未収入金 ２１８，６６０

ガス機器設備
等の割賦取引

割賦資産の購入

　

（注２）
２，３０５，１９６

未払金 １，４４３，７６８

割賦代金の支払

　

（注２）
１，６２４，５６５

長期未払金 １１，００８，４０２利息の支払

　

（注２）
１８８，４３８

子会社
新居浜
ＬＮＧ㈱

所有
直接

５０．１％
工事の受注等

資金の貸付

　

（注２）
短期貸付金 １，１６０，３１５

利息の受取

　

（注２）
２８０，４４７ 長期貸付金 １５，４６６，８２８

請負工事等の受注

　　

（注３）
１９４，０２０

完成工事
未収入金

６５，１２０

未成工事
受入金

子会社
ＴＧＥＳ

Ａｍｅｒｉｃａ

Ｌｔｄ．

所有
直接

９０．０％

増資の引受
増資の引受

　

（注４）
４，９３８，３９０

（注１）取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
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（注２）取引条件及び取引条件の決定方針等

　　

市場価格、 市場金利等を勘案して一般的な取引と同様に決定しております。

　　

東京ガス株式会社の短期借入金と短期貸付金とについては、 東京ガスグループ内の資金

　　

の効率化を図ることを目的と したＣＭＳ （キャッシュ・マネ ジメ ント・システム） を利

　　

用しており、取引金額は期中平均残高を記載しております。担保は受け入れておりません。
（注３）受注等に関する価格その他の取引条件は、 市場実勢価格等を勘案して当社が希望価格・条

　　

件を提示し、 交渉の上で決定するか、 競争入札等によります。
（注４）子会社が行った第三者割当増資を１株につき２４，６９１．９５円で引き受けたものであります。

１３． １株当たり情報

１株当たり純資産
１株当たり当期純利益

１５２，９５１．１５円
８，９３５．１０円

１４． 固定資産の減損損失

（１） 資産のグルーピング方法

　　　

オンサイトエネルギーサ」ビス事業については投資意思決定単位毎、地域エネルギーサ←ビス

　　

事業については個別地域エネルギ←サービス事業毎、また将来の使用が見込まれていない遊休資

　　

産については個別遊休資産毎を基本単位として資産のグルーピングを行っております。
（２） 減損損失を認識した資産又は資産グループ

用

　

途 場

　　

所 種

　　

類
減損損失
（千円）

オンサイトエネルギーサービス用設備他 沖縄県中頭郡他 機械装置等 １，５２３，３９５

（３） 減損損失に至った経緯

　　

当事業年度において、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった資産グループにつ

　

いて、 帳簿価額を回収可能価額まで減額し、 当該減少額を減損損失として計上しております。
（４） 回収可能額の算定方法

使用価値、 割引率

　

３，３６％

１５． 圧縮累計額

　　

国庫補助金等による圧縮記帳額２８，８４７，９２０千円が固定資産の取得価額から直接控除されてお

　

ります。

１６， 企業結合に関する注記

（１） 吸収合併（共通支配下の取引等）

　　

当社は、２０２３年３月 １７日開催の取締役会の決議に基づき、２０２３年７月１日を効力発生日とし

　　

て、 株式会社東京エネルギーサ」ビスを吸収合併致しました。

　

①

　

合併の目的

　　

本事業を当社地域エネルギーサービス事業に組み入れることで、 運営コストの削減（事務所機

　　

能の統合、 購買・経理処理の内製化・共通化等） を進めるとともに、 技術・ノウハウの水平展

　　

開を図ることを目的としております。

　

②

　

企業結合日

　　

２０２３年７月 １日

　

③

　

合併の法的形式

　　

子会社である株式会社東京エネルギーサービスを消滅会社、当社を存続会社とする吸収合併
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④

　

合併後の企業の名称

　　

東京ガスエンジニアリングソリュ←ションズ株式会社

　

⑤ その他の事項

　　

被合併企業の直前事業年度の財政状態及び経営成績は以下の通りです。

　　

売上高

　　　　　　

３１１，４０４千円

　　

当期純利益

　　　　

２２，０３９千円

　　

総資産

　　　　　

２，６１５，９３７千円

　　

純資産

　　　　　

２，５３７，６７８千円

　　

新株式の発行・交付等：新株式の発行及び金銭等の交付は行っておりません。

　

⑥

　

実施した会計処理の概要

　　

「企業結合に関する会計基準」 及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

　　

指針」 に基づき、 共通支配下の取引として処理しております。

（２） 株式交換による完全子会社化 （共通支配下の取引等）

　　

当社は、２０２３年７月２８日開催の取締役会の決議に基づき、２０２３年１０月１日を効力発生日と

　　

して、 株式会社キャプティソリュ」ションズを株式交換により完全子会社と致しました。

　

①

　

株式交換の目的

　　

当社との連携の下、 ＧＨＰや空調設備等の環境ソリューション事業を強化するとともに、 脱

　　

炭素等のさまざまなソリューションの全国展開を目的としております。

　

②

　

企業結合日

　　

２０２３年１０月 １日

　

③ 株式交換の法的形式

　　

株式会社キャプティソリューションズを完全子会社、 当社を完全親会社とする株式交換

　

④ その他の事項

　　

新株式の発行・交付等：新株式の発行及び金銭等の交付は行っておりません。

　

⑤

　

実施した会計処理の概要

　　

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

　　

指針」 に基づき、 共通支配下の取引として処理しております。
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第２２期 附属明細書

２０２３ 年 ４月 １日から

２０２４ 年 ３月３１日まで

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社



１．有形固定資産及び無形固定資産の明細

（単位：千円）

券、 資 産 の 種 類
期 首 帳 簿
価

　　　　

額

当

　　　　

期

増

　

加

　

額
当

　　　　

期

減

　

少

　

額
当

　　　　

期

償

　

却

　

額
期 末 帳 簿
価

　　　　

額

減 価 償 却
累計額及び
減 損 損 失
累

　

計

　

額

期 末 取 得
原

　　　　

価

有

　　

形

　　

固

　　

定

　　

資

　　

産

土

　　　　　　

地 ３，８１３，５９４ ３，８１３，５９４ ３，８１３，５９４

建

　　　　　

物 １３，２０５，４０７ １，１０４，７１８
１２７，７２３

（３７，３３８）
１，２７８，０４５ １２，９０４，３５７ １８，６５７，７６９ ３１，５６２，１２６

構

　　

築

　　

物 ５，３０４，２７１ ５５５，７３９
７８

（７８）
２３１，９８１ ５，６２７，９５１ １０，２９９，８６６ １５，９２７，８１８

機

　

械

　

装

　

置 ８７，９３２，８０８ １５，１０７，２１０
９７０，４９９

（８５８，７７０）
９，４６４，０２１ ９２，６０５，４９７ １３９，４４０，０５１ ２３２，０４５，５４９

車 両 運 搬 具 １，０５９ ３５５ ７０３ ３，１２５ ３，８２９

工具器具備品 ６６７，３０５ ２０６，５１３
４，０７２

（２，３７４）
１７１，１５５ ６９８，５９１ ２，０６８，０６９ ２，７６６，６６１

リ 」 ス

　

資 産 １０，７６６，６６９ ２９５，００８ ２２，９６８ １，３２５，４２２ ９，７１３，２８７ ７，１６１，１９９ １６，８７４，４８７

建 設 仮 勘 定 ５，５３９，３４６ ２３，０５０，６４９
１８，３０３，６３８

（６２１，６１２）
１０，２８６，３５７ ６２１，６１２ １０，９０７，９７０

計 １２７，２３０，４６２ ４０，３１９，８４０
１９，４２８，９８０

（１，５２０，１７３）
１２，４７０，９８１ １３５，６５０，３４１ １７８，２５１，６９４ ３１３，９０２，０３５

無

　　

形

　　

固

　　

定

　　

資

　　

産

ソ フ トウ ェ ア １，５３５，５８４ ３４３，１８２
７，４９９

（２，３８７）
８３２，８６２ １，０３８，４０４

ソ フ トウ ェ ア
仮

　　

勘

　　

定
４，８５６ ３７０，９０２ ３６６，５４７ ９，２１２

リ ー ス

　

資 産 ９５６ ２，７４０ ３，６９６

そ

　　

の

　　

他

無形固定資産
２７７，６５９ ７，５０９

　

４６

（４６）
３３，２７５ ２５１，８４７

計 １，８１９，０５７ ７２４，３３３
３７４，０９３

（２，４３４）
８６９，８３４ １，２９９，４６３

１． 「当期減少額」 欄の （

　

） 内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

２． 有形固定資産の当期増加額の主なものは、 オンサイトエネルギーサービス事業の機械装置であります。

また、吸収合併による有形固定資産の増加額として主なものは以下のとおりです。
具体的には、 恵比寿地域エネルギーサービス事業に係る設備となっております。
機械装置

　　　　　

１，００３，１８７千円



２．引当金の明細

（単位：千円）

科

　　

目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸

　

倒

　

引

　

当

　

金 ９９ ９９

賞

　

与

　

引

　

当

　

金 １，３９６，５８９ ７０６，８２９ １，３９６，５８９ ７０６，８２９

完成工事等補償引当金 ８４，９９１ １２６，９８０ ９２，４９１ １１９，４８０

工 事 損 失 引

　

当

　

金 ２８６，４３５ １，０９７，０７９ １，３８３，５１４

退 職 給 付 引

　

当

　

金 ６６２，６２１ １８０，０８８ ３３４，５４５ ５０８，１６４

事業撤退損失引当金 ３７，２５０ ３７，２５０

契 約 損 失 引

　

当

　

金 １，２８２，９２０ ５９，８００ １，２２３，１２０

ー２ー



（単位：千円

３．販売費及び一般管理費の明細

科

　

目 金

　

額 備

　

考

役

　　　

員

　　　

報

　　　

酬 １１５，１７６

給

　　　　　　　　　　　

料 １，０６４，７０３

雑

　　　　　　　　　　　

給 １３５，４１２

賞

　　　

与

　　　

手

　　　

当 ６５３，６６８

法

　　

定

　　

福

　　

利

　　

費 ３５５，３６５

厚

　　　　　

生

　　　　

費 １２８，９８６

退

　　　

職

　　　

手

　　　

当 １２３，６０４

修

　　　　　

繕

　　　　　

費 ２４６，５２２

消

　　　

耗

　　　

品

　　　

費

　　　　　　　　　

４０，８６８

旅

　　

費

　　

交

　　

通

　　

費 １５０，６４２

通

　　　　　

信

　　　　　

費 １０４，４９９

水

　　

道

　　

光

　　

熱

　　

費 八
”工

ワ
十

ヮ
十

賃

　　　　　

借

　　　　　

料 リ
ム

１十↓
１
１

　　

．’
に
リ

１
十｛

４

委

　　

託

　　

作

　　

業

　　

費 に
リ

（
Ｖ

Ｒ
Ｕ

７
十

に
Ｕ４

販

　　

売

　　

促

　　

進

　　

費 ヮ
十

ワ
十Ｕ

ｎ乙４
ェ

　　　　

．

固

　

定

　

資

　

産

　

除

　

却

　

費 （切リ
《
Ｕ

ワ十腿
租

　　　

税

　　　

課

　　　

金 に
リ

（
＝Ｖ

（》に
Ｕ７８

保

　　　　　

険

　　　　　

料 Ｕ
ヮ
十

ヮ
十

Ｑ
Ｕ

教

　　　　

育

　　　　

費 （ＭＵ
１十↓

４
ェ４４

雑

　　　　　　　　　　　

費 ７
十

《
Ｕ

（
Ｖ

《
）

１１１↓

交

　　　　　

際

　　　　　

費 Ｑ
Ｊ

に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

ハ乙Ｑ
Ｕ

減

　　

価

　　

償

　　

却

　　

費 ハ〇

　

１十↓４こ
り塾

試

　　

験

　　

研

　　

究

　　

費 ｎ／ん
Ｑ
Ｕ

ワ
リ

Ｒ
Ｕｎ

計 （切リ
リ
ム

っ
Ｊ４Ｑ

Ｕ
に
Ｕ



第２２期

　

事業報告

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社



事

　

業

　

報

　

告

　　

２０２３年４月１日から

　　

２０２４年３月３１日まで

１． 会社の現況に関する事項

（１） 事業の経過およびその成果

　　　

当期の我が国の経済は、新型コロナの５類移行に伴い個人消費とインバウンド需

　　

要が回復し、社会経済活動は正常化が進み、緩やかな持ち直しが続いています。そ

　　

の一方で、世界的な物価高騰や、海外経済の減速、慢性的な人手不足による供給制

　　

約等、 我が国経済を取り巻く環境は厳しさを増しています。

　　　

そのような経済環境の中、 国内エネルギ←市場では、 ロシア・ウクライナ問題の

　　

長期化に加え、中東情勢悪化等の地政学リスクによるボラティリテイ抑制ニーズの

　　

高まりや、 ２０５０年までの力←ボンニュートラル・脱炭素化の実現に向けた動き

　　

が加速したことにより、消費者の価値観も多様化しており、脱炭素化・デジタル化

　　

は特に変化のスピードとインパクトが増す等、事業構造は大きく変化してきました。

　　　

このように取り巻く環境が大きく変化する中でも、 当社は 「ユーザーズ・ノウハ

　　

ウを駆使 したエンジニアリングソリューションの提供」 をさらに深化・拡大させ、

　　

国内外に積極的に提案をすることで、お客さまの最大価値の実現を目指し、事業を

　　

展開してまいりました。

　　

各事業の活動成果は次のとおりとなりました。

① オンサイトエネルギーサ」ビス事業

　　

東京ガス（株）関係各部との密接な連携のもと、積極的に営業活動を展開した結果、

　

産業用分野において新たにＥＳＰ （エネルギー・サー ビス・プロバイ ダー）１９件、 受

　

託７件のサービスを開始し、 また民生用分野においても新たにＥＳＰ５件、 受託３３

　

件、 合計６４件のサ←ビスを開始し、 年度末の累計のサービス件数は９０８ 件となっ

　

ております。 新規契約による増加もありましたが、 原料価格の下落や電気・ガス価

　

格激変緩和対策の継続により、 売上高は前年同期に比べ２１０億 ３８百万円減少し、

　

９８９億４５百万円 （前年同期比▲１７．５％） となりました。
② 地域エネルギーサービス事業・０＆Ｍ （オペレーション＆メンテナンス） 事業

　　

今期の熱販売量は、 夏期の気温上昇により冷熱需要は増加、 冬期の気温も昨年を

　

上回り温熱需要は減少しました。 一方、 昨年高騰していた原料価格は年間を通じて

　

前年を下回り、 さらに電気・ガス価格激変緩和対策の継続により、 売上高は前年同

　

期に比べ２３億１１百万円減少し、３２８億７６百万円 （前年同期比▲６．６％） となりま

　

した。

③ エンジニアリング事業

　　

ＬＮＧ・プラント分野は、 前年に竣工した袖ケ浦基地関連工事の減少等により、

　

売上高は前年同期に比べ１２億４８ 百万円減少し、３７億８５百万円（前年同期比▲

　

２４．８％） となりました。

　　

パイプライン分野は、 工事件数の減少等により、 売上高は前年同期に比べ１６億
－１‐



　

７０百万円減少 し、６１億２百万円 （前年同期比▲２１．５％） となりました。

　　

エネルギー環境分野は、 袖ケ浦発電所建設工事の進捗により、 売上高は前年同期

　

に比べ６５億４３百万円増加 し、７８億６６百万円 （前年同期比十４９４．４％） となりま し

　

た。

　　

ＣＧＳ受注、 マッピング、 機器販売・パテントの各分野は、 フライヤー機器の販

　

売台数増等により、売上高は前年同期に比べ９億４４百万円増加し、８５億３５百万円

　　

（前年同期比十１２．４％） となりました。
④ ガス・パワー販売代理業務事業

　　

前期から段階的に東京ガス（株）から営業組織が移管されたことによるガス・パワ

　

←販売代理業務の拡大により、売上高は前年同期に比べ６２億３５百万円増加し、１０３

　

億２９百万円 （前年同期比十１５２．３％） となりました。
⑤ その他

　　

再エネ・脱炭素、 海外事業は、 市原バイオマス発電のオーナーズ・エンジニアリ

　

ング業務の受注により、売上高は前年同期に比べ３億９０百万円増加し、１０億４２百

　

万円 （前年同期比十５９．９％） となりました。

　　

以上の各事業の活動の結果、 当事業年度の売上高は、 前年同期に比べ １２１ 億 ５５

　

百万円減少し、１，６９４億８３百万円 （前年同期比▲６．７％） となりました。

　　

一方、売上原価も、前年同期に比べ９７億３２百万円減少 し、１，５４９億７９百万円（前

　

年同期比▲５．９％） となりま した。

　　

販売費及び一般管理費は、 科目表示の変更の影響を受け、 前年同期に比べ ５３ 億

　

１１百万円減少し、５９億４４百万円 （前年同期比▲４７．２％） となりました。

　　

これらの結果、 経常利益は、 前年同期に比べ２４億９０百万円増加 し、８６億８３百

　

万円（前年同期比十４０．２％） となりました。 これに特別利益１億２７百万円と、特別

　

損失１５億２３百万円、法人税等及び法人税等調整額を２１億８０百万円計上した結果、

　

当期純利益は５１億７百万円 （前年同期比十５２．４％） となりました。

（２）会社が対処すべき課題

　　　

新型コロナウィルスは５類感染症に移行し社会活動は正常化に大きく踏み出した

　　

ものの、 かつてない水準で長期化する円安や地政学リスク等によるエネルギー、 建

　　

設建材・輸入品等の価格高騰や、 調達不安が顕著になるなか、 ２０ ５０年Ｃ０２ネ

　　

ットゼロ宣言以降の脱炭素化への急激な加速、 持続可能な社会への意識の一層の高

　　

まり等、 取り巻く環境はかつてないほどのスピ← ドで厳しく変化しています。 この

　　

世の中の変化を正しく認識し、 従来のやり方にとらわれることなく、 社会やお客さ

　　

まのニーズを的確にとらえ、 あらゆる可能性にチャレンジしていくことが不可欠で

　　

す。

　　　

当社は、２０２３－２０２５

　

中期経営計画で掲げた３つの変革①ソリューションの全国展

　　

開への変革②再エネ・脱炭素関連分野への変革③稼ぐ体質への変革により、 首都圏

　　

のお客さまのみならず、 国内外のさま ざまなお客さまに対して、 エンジニアリング

　　

とソリューショ ンの提供を 「誰もできない、 に挑む」 のマイ ンドをもって積極的に

　　

行っていきます。 また、 東京ガスグループで昨年１１月に立ち上げた新たな事業ブ

　　

ランド「工ＧＮ工ＴＵＲＥ」 の３つの価値、 「脱炭素」「最適化」 「レジリエンス」 のソリュ－
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ションを国内外に展開し、 お客さまに貢献していきます。 事業の柱である 「オンサ
イ トエネルギーサー ビス」および「地域エネルギー・０＆Ｍ」、「エンジニアリング」、
「ガス・パワ←」 や トランジション期のエネルギー転換や再エネ・ク レジット等を

加えたソリュ」ションを 「脱炭素ソリューション」 と位置づけ、 この 「脱炭素ソリ

ューション」 をワンス トップで提供することで、 お客さまやパートナ←とともに成

長 し続け、 常に信頼されるエンジニアリングソリューション事業のリーディングカ

ンパニーを目指していきます。 さらに、 ＤＸ推進による業務の最適化・省力化、 部
門間連携の円滑化、 メリハリを持ったリソース配分により稼ぐ体質へ変革するとと
もに、 多様な働き方促進や社内コミュニケ←ションおよび社員教育の充実を図り、
社員の能力を最大限に活かすための仕組みを構築し、企業基盤を強化していきます。

　

主な事業課題は下記のとおりです。

①オンサイトエネルギーサービス （国内・海外）

　　

全国規模での潜在案件を、 ミドル・バック機能の効率化・集約化によるリソ

　　

ース捻出に加え、 ガス・パワー営業フロントを含めた最適フォーメーション

　　

を構築し対応。 海外においては、 東南アジアや北米市場で東京ガスグループ

　　

と協力 しながらＥＳを拡大。
②地域エネルギーサービス・０＆Ｍ

　　

既存地冷の計画的・効率的な維持・更新。 ＤＸによる運用の高品質化等。
③エンジニアリング

　　

国内ＬＮＧ基地や幹線建設工事が収束し競合も激化しているなか、 成長領域

　　

である再エネ、 脱炭素関連事業での経験値獲得、 収益向上を目指す。
④ガス・パワー

　　

ボラティリティ対応や事業規模適正化対応等、 量の適正化・質的向上への転

　　

換を図り、 収益性を維持。

（３）資金調達の状況

　　　

当事業年度の設備投資資金は、 自己資金ならびに東京ガスグループ内からの調達

　　

により賄いま した。 また子会社への増資のために２０２３年１１月 には、 第三者割当増

　　

資により２０万株の時価発行 （払込金額１株につき２４，６９１．９５円） をいたしま した。

（４）設備投資の状況

　　　

当該事業年度の設備投資総額は、２３０億１４百万円であります。

　　　

設備投資の主たる内容は、 オンサイ トエネルギーサ」 ビス事業２０４億８３百万円、

　　

地域エネルギーサービス事業２１億４９百万円 （新宿地域冷暖房センター等） であり

　　

ま す。
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（５） 営業成績および財産の状況の推移

区

　　　

分
２０２０年度

第１９期
２０２１年度

第２０期
２０２２年度

第２１期

　　

２０２３年度

第２２期 （当事業年度）

士

　　

上

　　

高冗じ

　　　　　

千円

１３９，３１２，４６７

　　　　　

千円

１４７，１９８，４０８

　　　　　

千円

１８１，６３９，７４５

　　　　

千円

１６９，４８３，８６３

経

　

常

　

利

　

益

　　　

千円

６，０７８，２０６

　　　

千 円

４，３５１，４３９

　　　

千 円

６，１９３，３２６

　　　

千円

８，６８３，７４４

当

　

期

　

純

　

利

　

益

　　　　

千円

４，４０３，２７０

　　　　

千円

２，７６９，９１５

　　　　

千円

３，３５０，４９０

　　　　

千円

５，１０７，１７６

１

　

株

　

当

　

た

　

り
当

　

期

　

純

　

利

　

益

　　

円

８，８０６．５２

　　

円

５，５３９．８２

　　

円

６，７００．９６

　　

円

７，２９５，９６

総

　　

資

　　

産

　　　　　

千円

１８８，４０３，８０２

　　　　　

千円

１９５，２５７，２５５

　　　　　

千円

２２０，３８６，１３７

　　　　　

千円

２２８，２８６，４９８

第１９期 （２０２０年度）

　　

第 １９期は、新型コロナウィルス感染症拡大が継続するなかで、一定の経済活動抑制

　

を余儀なくされ、 緊急事態宣言・感染拡大による消費者行動の抑制等の影響による業

　

績回復のばらつき等が雇用・所得環境、 消費に大きな影響を与え、 売上高は１，３９３億

　

１２百万円、 売上原価は１，２３２億６０百万円、 経常利益は６０億７８百万円となりま した。

第２０期 （２０２１年度）

　　

第 ２０ 期は、 長引く新型コロナウィルス感染症対応によるサプライチェーンの混乱

　

や物資不足等の懸念が高まったこと、ロシアのウクライナ侵攻による資源価格の上昇

　

やマーケットの混乱、米国の利上げによる円安の進行から日本経済や個人消費へ大き

　

な影響を与えたことから、 売上高は１，４７１億９８百万円、 売上原価は１，３２３億９０百万

　

円、 経常利益は４３億５１百万円となりました。

第２１期 （２０２２年度）

　　

第 ２１期は、 ウクライナ侵攻や天候不良・災害等に伴う電力需給ひっ迫による原料

　

価格の高騰に加え、 ２０ ５０年までのカーボンニュ←トラル・脱炭素化の実現に向け

　

た動きが加速したことから、 売上高は１，８１６億３９百万円、 売上原価は１，６４７億１２百

　

万円、 経常利益は６１億９３百万円となりました。

第２２期 （２０２３年度）

　　

当事業年度につきましては、前記「事業の経過およびその成果」に記載のとおりです。

（６）主要な事業内容

　　

①

　

オンサイトエネルギーサービス事業

　　

②

　

地域エネルギーサービス事業・０＆Ｍ （オペレーション＆メンテナンス） 事業

　　

③

　

ガス・パワ←販売代理業務事業

　　

④ エンジニアリング事業

　　

⑤

　

液化天然ガス・パイプライン・情報処理に関するエンジニアリング事業
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（７）主要な営業所

名

　　　　　　　　　　　　　

称 所

　　　

在

　　　

地

本

　　　　　　　

社 東

　

京

　

都

　

港

　

区

地域エネルギー
事業部

新宿地域冷暖房センター 東 京 都 新 宿

　

区

芝浦地域冷暖房センター 東

　

京

　

都

　

港

　

区

幕張地域冷暖房センター 千 葉

　

県

　

千 葉 市

さいたま新都心地域冷暖房センター 埼玉県さいたま市

足柄ユーティリティサービスステーション 神奈川県南足柄市

田町スマートエネルギ」センター 東

　

京

　

都

　

港

　

区

カスタマー
技術部 豊洲事業所 東 京 都 江 東

　

区

袖ケ浦事業所 千葉県袖ケ浦市

東京国際空港エネルギ」センタ← 東 京 都 大

　

田

　

区

※主要な営業所は正社員が１０名以上常駐している営業所を記載しております。

（８）従業員の状況

従

　

業

　

員

　

数 （期末） （前期末比増減） 平均年令 平均勤続年数

　　

人
１，８８９ （十２１３）

人

　

歳
４６．９

　

年
８．２

（注１） 従業員数には、 使用人兼務役員を含んでおります。

（９）親会社の状況

　

親会社との関係

　　

当社の親会社は東京ガス（株）であり、同社は当社の議決権を１００％所有しております。
①

　

取引の内容

　　

当社は、東京ガス（株）から都市ガスおよび蒸気を購入しております。 また、東京ガ

　　

ス（株）に対し地域冷暖房冷温熱および電力を販売しております。さらに、東京ガス

　　

（株）から建設工事を受注しております。
②

　

当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

　　

取引に当たっては、当該取引の必要性、取引条件等に留意し、公正かつ適正に判断

　　

しております。
③

　

当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその

　　

理 由

　　

当社の取締役会は、当該取引が第三者との通常の取引に照らし相当であると認めら

　　

れたことから、 当社の利益を害さないと判断しております。
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（１０）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継状況

　　

当社は、２０２３年７月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により（株）東京エネ

　

ルギーサービスの権利義務を承継いたしました。

　　

また、２０２３年１０月１日付で東京ガス（株）が保有するすべての（株）キャプティ株式

　　

を当社に移管し、（株）キャプティは当社１００％子会社「（株）キャプティソリューショ

　　

ンズ」 に社名変更をいたしま した。

ロ． 株式に関する事項

（１） 会社が発行する株式の総数

　　　　　　　　　

２，０００，０００株

（２） 発 行 済 株 式 の 総数

　　　　　　　　　　　　　　　

７００，００１株

（３） 株 主 数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 名

（４）株主の状況

株主名
当社への出資状況

持株数 出資比率

東京ガス （株）

　　　

株

７００，００１

　　

％

１００
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皿． 会社役員に関する事項

（１）取締役および監査役の状況（２０２４年３月３１日現在）

会社における地位 氏

　

名 担当、他の法人等の代表状況および重要な兼職状況

代表取締役社長
社長執行役員

小

　

西

　

康

　

弘 東京ガス（株）常務執行役員

取締役 岸

　

野

　

洋

　

也
パイプライン分野担当
水道マッピングシステム（株）代表取締役社長

　

取締役
常務執行役員

内

　

田

　　　

進 産業エネルギー営業本部長

　

取締役
常務執行役員

高

　

橋

　　　

稔 都市エネルギ←営業本部長

　

取締役
常務執行役員

近

　

藤

　

芳

　

正 ソリューション営業本部長

　

取締役
常務執行役員

岡

　

本

　

和

　

久 ソリューション技術本部長

　

取締役
常務執行役員

堀

　　　

和

　

秀 ０＆Ｍ本部長

　

取締役
常務執行役員

天

　

野

　

寿

　

二 エンジニアリング本部長

　

取締役
常務執行役員

藤 川

　

礼

　

二 郎
海外事業本部長
ＴＧＥＳ上海

　

董事長

　

取締役
常務執行役員

宮

　

田

　

雅

　

夫
企画本部長
Ｔ Ｇ ＥＳ Ａ ｍ ｅ ｒ

　

ｉ ｃ ａ

　

取締 役

取締役
（非常勤）

吉

　

田

　　

範 行
東京ガス（株）カスタマー＆ビジネスソリューション

カンパニ」企画部長

取締役
（非常勤）

八

　

尾 祐 美 子 東京ガス（株）海外事業企画部長

監査役 森

　　　　

正 樹
水道マッピングシステム（株） 監査役
ＴＧＥＳ上海

　

監事

監査役 桜 井

　　

昭

　

一

（注）

　

１． 取締役の岸野洋也、 近藤芳正、 天野寿二、 藤川礼二郎、 宮田雅夫、 八尾祐美子は、

　　　　

２０２４年 ３月 ３１日付で退任いたしました。

　　　

２．２０２４年４月１日付で、 門正之、 上中孝之、 斉藤孝史、 松本幹雄、 竹内敦則が取締役に

　　　　

就任いたしました。
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Ｎ． 会計監査人に関する事項

（１）会計監査人の名称

　

有限責任 あずさ監査法人

Ｖ． 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

　

当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、 取締役会で決議した内容
の概要および当該体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

（１）取締役の職務執行が法令・定款等に適合することを確保するための体制
①

　

東京ガスグループにおけるコンブライアンス体制の基盤として定められた「企業行

　　

動理念」 および 「私たちの行動基準」 を遵守する。
②

　

「法令」、「経営理念」、「企業行動理念」および「私たちの行動基準」等の遵守を図

　　

るため、当社におけるコンブライアンス体制の適切な整備・運用を推進するための

　　

審議・調整機関として、「ＴＧＥＳ経営倫理委員会規則」 に基づきＴＧＥＳ経営倫

　　

理委員会を設置する。
③

　

取締役会は、「取締役会規則」に基づき、「内部統制システムの整備に関する基本方

　　

針」 を決定する。
④

　

業務執行にあたる取締役は、取締役会が決定した基本方針に基づき、内部統制シス

　　

テムを整備する役割と責任を負う。
⑤

　

取締役は、経営に重大な影響を及ぼす事項を発見した場合には、遅滞なく取締役会

　　

および監査役に報告する。
⑥

　

東京ガス（株）のインサイダ←取引防止および情報開示に関する定めに従い、該当す

　　

る情報の取扱いの適法性・適正性・迅速性を確保する。
⑦

　

取締役の職務執行に対し、監査役は「監査役監査基準」 に基づき監査する体制を確

　　

保 する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　

取締役の職務の執行に係る情報については、「文書取扱規則」 および 「情報セキュ

　　

リティ管理規則”こ基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理し、

　　

必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①

　

取締役会は、 法令、 定款ならびに「取締役会規則」 が定める取締役会決議事項を決

　　

議する。また、同規則に基づき、取締役会を原則として３か月に１回開催するほか、

　　

必要に応じて適宜開催する。 なお、 取締役会決議事項中、 事前審議を要する事項、

　　

その他経営に係わる重要事項については、「経営幹部会規則」 に基づき経営幹部会

　　

において審議する。
②

　

取締役会の決定に基づく業務執行については、「職制規則」、「業務分掌規則」、「職

　　

責権限規則」 において、 それぞれの責任者、およびその責任、 執行手続の詳細につ

　

いて定める。
③

　

代表取締役は、「取締役会規則」 の定めに従い、 業務執行の状況を取締役会に報告

　

す る。
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④

　

取締役会は、 中長期経営戦略等の策定、それに基づく主要経営目標の設定、および

　　

進捗についての定期的な検証を行うと共に、年度毎の部門別目標を設定し、実績を

　　

管理することにより、 効率的かつ効果的な取締役の職務執行を確保する。

（４）リスク管理に関する規程その他の体制
①

　

取締役会は、当社のリスク管理を推進するために「リスク管理規則」 を定めるとと

　　

もに、ＴＧＥＳリスク管理委員会を設置する。また、当社の業務執行に係る重要リ

　　

スクと して 「ＴＧＥＳ重要リスク」 を特定し、 毎年見直す。
②

　

投資、出資、融資および債務保証に関する案件に対しては、採算性およびリスク評

　　

価を行い、必要に応じて経営幹部会もしくは取締役会に付議する。またデリバティ

　　

ブ取引については、 「市場リスク管理規則」 に基づき実施する。
③

　

非常災害、非常事態等の不測の事態が実際に発生した場合には、所定の体制を整備

　　

し、 迅速かつ適切な対応を図る。

（５）使用人の職務執行が法令・定款・その他のルールに適合することを確保するため

　　

の体制

①

　

社内各部門におけるコンブライアンス体制の適切な整備・運用の推進を支援するた

　　

めにコンブライアンス推進者を設置する。 さらに、 法令・定款違反その他コンプラ

　　

イアンスに関する疑義のある行為等についての相談窓口として設置されている「東

　　

京ガスグループ相談窓口」 を周知する。
②

　

当社のコンプライアンス体制の整備・運用状況については、監査役がこれを監査し、

　　

問題があると認めるときは、 その改善を求めることができる体制とする。
③

　

東京ガス（株）が定めた 「企業行動理念」 および 「私たちの行動基準」 等の遵守、 お

　　

よび業務の適正を確保するために必要な諸規則を定める。
④

　

企画本部内にリスクマネジメント室を設置し、重要リスク等に対し関係個所と連携

　　

しながら対処する。

（６） 東京ガスグループの一員として業務の適正を確保するための体制
①

　

東京ガス（株）が定めた 「企業行動理念」 および 「私たちの行動基準」 等を遵守し、

　

取締役および監査役は、業務の適正を確保するために善良なる管理者としての注意

　

義務を負う。
②

　

当社は、 東京ガス（株）が定める 「子会社管理規則」 に従う。
③

　

子会社に対しても業務の適正を確保するための必要な体制の整備を求めるととも

　

に、当社は子会社それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体

　

制の構築を指導し、子会社での活動状況について定期的に報告を求める。また、子

　

会社取締役および子会社監査役は、業務の適正を確保するために善良なる管理者と

　　

しての注意義務を負う。
④

　

東京ガス（株）の管理その他の点で、法令・定款違反その他コンプライアンス上問題

　

があると当社が認める場合には、東京ガス（株）のコンプライアンス部等適切な部門

　

へ報告する体制をとり、上記問題に対し、取締役および監査役は善良なる管理者と

　

しての注意義務を負う。
⑤

　

東京ガス（株）の監査に際して、監査役およびリスクマネジメント室は東京ガス（株）

　

監査委員および同監査部と密接な連携を保ち、 効率的かつ有効な監査を支援する。

　

また当該監査結果を取締役会および代表取締役に報告する体制とする。

－９－



（７）取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に

　　

関する体制、および監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
①

　

監査役が、監査役の職務の執行に必要な事項に関して随時、取締役および使用人に

　

対して報告を求めることができる体制とする。
②

　

監査役が、 随時、 取締役と意見交換の機会を持つこと、重要な会議へ出席し必要が

　

あると認めるときに適法性等の観点から意見を述べること、および重要情報に関す

　

る情報を入手できること、 を保証する。
③

　

監査役が、リスクマネジメント室、会計監査人、東京ガス（株）監査委員および同監

　

査部と連携することにより、 監査の実効性を確保できる体制とする。

（８） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　

当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況は、次のとおりでありま

　

す。
①

　

当社の取締役の職務執行については、社内規程に則り執行されており、コンプライ

　

アンスやリスク管理に対応しております。取締役会にて積極的に発言をする機会を

　

設けております。 なお、 取締役会の資料および議事録は、適切に保管されておりま

　

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

②

　

各部門は、社内規程に基づき、 年度毎の重要リスクの見直し、 四半期毎のリスクの

　

自己評価を行い、 リスク管理の強化に取り組んでおります。
③

　

監査役は、取締役会、経営倫理委員会、リスク管理委員会等の重要な会議へ出席し、

　

また、 会計監査人、 東京ガス（株）監査委員および同監査部との情報交換を通じて、

　

業務の適正性を確保するための体制を確認しております。
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第２２期

　

附属明細書

　

（事業報告関係）

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社



事業報告の内容を補足する重要な事項はございません。
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Ｅ１腕圏 ぁずさ監査法人

独立監査人の監査報告書

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

第２２期
目

　　

２０２３ 年 ４

　

月

　

１

　

日

至

　

２０２４ 年

　

３

　

月 ３１ 日

有限責任 あずさ監査法人
２０２４年５月

本監査報告書（電子署名が付されているものを含む。）については、法令等に基づき利用す
る場合及び行政又は司法機関の命令若しくは要請等に応じる場合を除き、当監査法人が指
定する事前の書面による承諾なく、Ｗｅｂ掲載を含む転載等又は第三者に対して報告書等の
全部若しくは一部を問わず開示、引用、要約、翻訳、言及若しくは配布してはならない。

①２０２４ＫＰＭＧＡＺＳＡＬＬＣ′ａｌｉｍｉｔｅｄｒｉａｂｉｌｉ～ａｕｄｉｔ〔ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄｕｎｄｅｒｔｈｅ」ａｐａｎｅｓｅＣｅｒｔｉ“ｅｄＰｕｂｌｉｃＡｃｃｏｕｎｔａｎｔ～Ｌａｗ
ａｎｄａｍｅｍｂｅｒ行ｒｍｏｆｔｈｅＫＰＭＧｇーｏｂａｌｏｒｇａｎ『ｚａｔ『ｏｎｏｆｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｍｅｍｂｅｒ行ｒｍｓａ怖ｒｉａｔｅｄ・賓ｔｈＫＰＭＧ－ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａＩＬｉｍｉｔｅｄ′
ａｐｒｉｖａｔｅＥｎｇｌｉｓｈ〔ｏｍｐａｎｙーｉｍｉｔｅｄｂｙｇｕａｒａｎｔｅｅ．ＡＩーｒｉｇｈｔｓｒｅｓｅ～ｅｄ．



独立監査人の監査報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０２４ 年 ５月 ３１日
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
取締役会

　

御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

璽穿羅孝幸蹟 公認会計士 相 樫

　　

尚

　　

也

指定有限責任社員

　

公認会計士

　

．岩

　　

宮

　　

晋

　　

伍
業 務 執 行 社 員

監査意見

　

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、東京ガスエンジニアリングソリュー
ションズ株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第２２期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」 という。） について監査を行った。

　

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、 当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、 全ての重要な点をこおいて適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」 に記載され
ている。 当監査法人は、 我が国における職業倫理に関する規定に従って、 会社から独立しており、
また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、 意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　

その他の記載内容は、 事業報告及びその附属明細書である。 経営者の責任は、 その他の記載内容
を作成し開示することにある。 また、 監査役の責任は、 その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、 通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　

当監査法人は、 実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、 その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、 当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書



類等を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。

　

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　

監査人の責任は、 監査人が実施した監査に基づいて、 全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、 重要性があると判断される。

　

監査人は、 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、 監査の過程を通じ
て、 職業的専門家としての判断を行い、 職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

　

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

　

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

　

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

　

連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、 並びに経営者によって行われた会計上

　

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

　

た監査証拠に基づき、 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

　

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が

　

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

　

な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、 計算書類等に対して除外事項

　

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

　

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

　

がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

　

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

　

容、 並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　

監査人は、 監査役に対して、 計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

利害関係

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以

　

上



経営者確認書

２０２４年５月３１日

有限責任 あずさ監査法人

難務
有接瑠等差±畳 公認会計士相揮尚也

　

様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

代表取締役社長

　　

小西 康 樽

専務執行役員企画本部長 上中 ◎

本確認書は、当社の２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第２２期事業年度の計算書類及びその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて貴監査法人が意見を表明
するに際して提出するものです。私たちは、下記のとおりであることを確認します。

計算書類等
１， 私たちは、２０２３年９月４日付けの（２０２４年３月期に係る）監査契約書に記載されたとおり、会社計算規

　

則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

　

する責任（継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続

　

企業に関する必要な開示を行う責任を含む。）を果たしました。計算書類等は、会社計算規則及び我

　

が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して当社の財産及び損益の状況

　

を適正に表示しております。

２． 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成するために、経営者が必要と判断す

　

る内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあることを承知しております。・

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

３， 会計上の見積りについて適用される財務報告の枠組みに照らして合理的な認識、測定及び注記を

　

達成するために、使用した見積手法、データ及び重要な仮定並びに関連する注記事項は適切であ

－

　

ると判断しております。

４， 関連当事者との関係及び取引は、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる

　

企業会計の基準に準拠して適切に処理し、かつ注記しております。

５， 計算書類等に計上又は注記すべき決算日後本確認書の日付までに発生した計算書類等に重要な

　

影響を及ぼす事象はありません。



６， 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して処理又

　

は注記すべき訴訟事件等はありません。

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
７． 未修正の虚偽表示はありません。

８． 過去の計算書類等の訂正が必要となるような重要な事実は発生しておりません。

９， 計算書類等は、前期と同一の会計方針に基づき作成しており、重要な会計方針は計算書類等に適

　

切に注記しております。

１０，計算書類等の資産又は負債の計上額や表示に重要な影響を及ぼす経営計画や意思はありません。

１１，契約不履行の場合に計算書類等に重要な影響を及ぼす契約諸条項は、全て遵守しております。

１２，計算書類等に注記しているものを除き、所有権に制約がある重要な資産はありません。

１３，金融商品に関する会計基準に規定する金融資産及び金融負債の消滅の認識要件に準拠して金融

　

資産及び金融負債の消滅の認識の会計処理をしております。

１４，当社の採用した資産のグルーピングの方法、減損の兆候の識別、減損損失の認識の判定及び測定

　

の方法は、当社の状況から見て適切なものであると考えており、減損損失を適切に計上しております。

１５，退職給付債務及び退職給付費用を測定するための数理計算上の計算基礎や計算方法は、当社の

　

状況から見て適切なものであると考えております。

１６．顧客との契約から生じる収益は、約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充

　

足した時に又は充足するにつれて、取引価格のうち、充足した履行義務に配分された額で認識し、

　

適切に損益計算書に表示し、適切かつ十分に注記しております。

１７，適正な法人税等及び法人税等調整額を計上しております。

１８，繰延税金資産に関しては将来の回収可能性を十分に検討し回収可能な額を計上しております。

１９．計算書類等に計上又は注記すべき重要な偶発事象はありません。

２０．受注工事について一定の期間に渡り移転される財として収益を認識しているものについて、工事収

　

益、工事原価及び工事進捗率の見積もりは適切に行っております。

２１，貸借対照表日後に発生すると予想される補償費に対して適切な完成工事等補償引当金を計上して

　

おります。

２２，貸借対照表日後に発生すると予想される損失に対して適切な契約損失引当金を計上しております。



２３．当期に行った技術部門の間接的な費用に関する表示方法の変更は、企業内外の経営環境の変化

　

に対応して行われており、原価性がより明確になったことから、会社の状況に即して適切であると判断

　

しております。

２４，当年度の計算書類等に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の計算書類等に重

　

要な影響を及ぼすリスクがある項目むこおける会計上の見積りの内容について、計算書類等利用者の

　

理解に資する情報を注記しております。

提供する情報
２５，貴監査法人に以下を提供いたしました。

　

（１）記録、文書及びその他の事項等、計算書類等の作成に関連すると認識している全ての情報を入

　　　

手する機会

　

（２）本日までに開催された株主総会及び取締役会の議事録（未作成の場合は、その議事の内容）、

　　　

並びに重要な案議書

　

（３）貴監査法人から要請のあった監査のための追加的な情報

　

（４）監査証拠を入手するために必要であると貴監査法人が判断した、当社の役員及び従業員への

　　　

制限のない質問や面談の機会

２６，全ての取引は会計記録に適切に記録され、計算書類等に反映されております。

２７．不正による計算書類等の重要な虚偽表示の可能性に対する経営者の評価を貴監査法人に示してお

　

ります。

２８，当社に影響を及ぼす不正又は不正の疑いがある事項に関して、以下の情報はありません。

　

‐ 経営者による不正又は不正の疑い

　

－

　

内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い

　

－

　

上記以外の者による計算書類等に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い

２９．従業員、元従業員、投資家、規制当局又はその他の者から入手した計算書類等に影響を及ぼす不

　

正の申立て又は不正の疑いがある事項に関する情報はありません。

３０．計算書類等を作成する場合にその影響を考慮すべき違法行為又は違法行為の疑いに関して認識し

　

ている事実はありません。

３１，計算書類等を作成する場合にその影響を考慮すべき訴訟事件等又はそれらの可能性に関して認識

　

している事実はありません。

３２，関連当事者の名称、並びに認識された全ての関連当事者との関係及び関連当事者との取引を貴監

　

査法人に提示いたしました。

３３，固定資産の減損会計に関する重要な情報を全て貴監査法人に提示しております。

３４．退職給付制度に関する重要な情報を全て貴監査法人に提示しております。

以

　

上



監

　

査

　

報

　

告

　

書

　

２ ０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第２２期事業年度における
取締役の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１． 監査の方法及びその内容

　

私どもは、 監査役監査の基準に準拠し、 監査の方針に従い、 取締役、 使用人、 親会

社の監査委員及び内部監査部門等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、 以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

　

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業

　

務及び財産の状況を調査いたしました。また子会社については、子会社の取締役及

　

び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、 必要に応じて子会社から事業の報

　

告を受けました。
②，事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

　

確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適

　

正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に

　

定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて

　

いる体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運

　

用の状況について報告を受け、 必要に応じて説明を求め、 意見を表明いたしまし

　

た。

　　　

・

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第５号イの留意した事項及び

　

同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況を踏ま

　

え、 その内容について検討を加えました。
④ 会計監査人が独立の立場を保持し、 かつ、適正な監査を実施している，かを監視及

　

び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

　

必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行

　

われることを確保するための体制」 （会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）

　

を 「監査に関する品質管理基準」 （企業会計審議会）等に従って整備している旨

　

の通知を受け、 必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係わる事業報告及びその附属明細書、計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属
明細書について検討いたしました。

２， 監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果

　

① 事業報告及びその附属明細書は、・法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

　　　

示 しているものと認めます。



② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

　

大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。 ま

　

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の

　

執行についても、 指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当

　

たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を

　

害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、 指摘す

　

べき事項は認められません。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　

会計監査人である有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である

　　

と認めます。

２０２４年６月１０日

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

監査役 蔦ド

　

ル 鴎 鯵

監査役 馨 井 雄 ｛’も


